
専用住宅・長屋・共同住宅・店舗・事務所・工場・倉庫・飲食店・その他（ ）

平成 年 月 日 第 号 ※変更内容は、別様式で提出してください。
国道・県道・市町村道・指定道路・その他
１項 （ １号 ・ ２号 ・ ３号 ・ ４号 ・ ５号 ） ・ ２項 ・ ４３条ただし書き(許可済みのものに限る)

ｍ
内（市街地・調整・非設定）・準・外
１低層・２低層・1中高層・２中高層・１住・２住・準住
近商・商業・準工・工業・工専・なし
防火・準防火・２２条・なし

その他 風致・伝建・臨港・( )
％
％ （ ） ㎡

電話 （ ） ＦＡＸ （ ）

【①参考】申請床面積（㎡）建築確認申請書第三面１１のイ欄の面積による
チェック

３０㎡以内のもの □
３０㎡を超え １００㎡以下のもの □

１００㎡を超え ２００㎡以下のもの □
２００㎡を超え ５００㎡以下のもの □
５００㎡を超え １，０００㎡以下のもの □

１，０００㎡を超え ２，０００㎡以下のもの □
２，０００㎡を超え１０，０００㎡以下のもの □

１０，０００㎡を超え５０，０００㎡以下のもの □
５０，０００㎡を超えるもの □

建築設備 □
工作物 □

【②参考】構造計算適合性判定加算額（1棟あたり：単位円）

□
□
□
□
□
□
□

※加算額は対象となる棟毎に算定してください。

建築確認申請面積に伴う申請手数料 ① 円

構造判定適合性判定による加算額の総計 ② 円

建築確認申請手数料及び適合性判定加算額の総計 ①+② 円

【受付欄】

200㎡以下 169,000 140,000
200㎡超500㎡以下 192,000 152,000

合計 円・・・②

建築確認
申請手数
料及び適
合性判定
加算額

円
棟 円
棟 円

50,000㎡超 593,000 349,000

棟

2,000㎡超10,000㎡以下 274,000 191,000
10,000㎡超50,000㎡以下 346,000 228,000

500㎡超1,000㎡以下 214,000 163,000
1,000㎡超2,000㎡以下 237,000 175,000

円・・・①

構造計算適合性判定加算額（1棟あたり：単位円）
チェック 備考

判定対象床面積
国土交通大臣が認定した構造計算プログラム使用の有無
認定プログラム使用せず 認定プログラム使用

460,000
9,000
8,000

合計

34,000
48,000
140,000
240,000

5,000
9,000
14,000
19,000

設 計 者

（代理者）

建築確認申請手数料及び適合性判定加算額

面積区分による手数料算定基準床面積 面積区分による申請手数料（円） 備考

延べ面積 ㎡
建ぺい率
容積率 (申請部分)

区域
敷地面積 ㎡

都 市 計 画
用途地域

建築面積 ㎡
決 定 事 項 防火地域等

主 要 用 途

元 確 認 番 号

道 路

道 路 幅 員

平成 年 月 日

建築確認申請書等チェックリスト（建築物・設備・工作物・計画変更）

申 請 者 名

建 築 場 所



① 添付図書の照合
申請者等 受付 審査

□ 意匠 □ 昇降機
□ 構造 □ 遊戯施設
□ 設備 □ 工作物
□ 戸建て □ 使用せず

② 設計者の記載の確認
申請者等 受付 審査

□ □ □
□ □ □

・正本のすべての図書
・構造計算書（表紙のみ）

③ 正本及び副本の整合性の確認
申請者等 受付 審査

■受付時に法令上必要な添付図書が提出されていることを確認する。
・ 確認申請書 □ □ □
・ 委任状
・ 建築計画概要書
・ □ □ □

・
・ 認定書の写し
・ 規則により規定されている図書及び添付書類

④ 構造計算関係図書の確認
申請者等 受付 審査

⑤ 設計者等の資格等の確認（申請書及び建築計画概要書等）
申請者等 受付 審査

代理人 ・委任状（代理者による申請の場合）との整合
代理人（事務所名） （参考）事務所登録（資格記載あり）の写し
設計者 ・建築士免許証の写し

（連名の場合個々に写しを添付する） □ □ □
（参考）事務所登録（資格記載あり）の写し（代理人と異なる場合）

建築設備 ・建築士免許証の写し（設計者が建築士である場合） □ □ □
構造設計 ・建築士免許証の写し □ □ □

・建築士免許証の写し
工事監理者 ・未定の場合「未定：決定次第報告と記載」

⑥ 設計者の業務範囲の確認
申請者等 受付 審査

設計者 □ □ □

⑦ 構造計算適合性判定の要否の確認（構造計算概要書）

申請者等

□

※施行令第81条第2項によるエキスパンジョイント等により別の建築物とみなす建築物及び別棟の建物１棟ごとに計算すること。

適合性判定の要否

□ □ □

□ □ □

□ □

備考
・第３面及び第４面を照合し、建物規模・構造に応じた設計者の業務範囲を確認する。

建築物の部分の数（構造上の棟数） 構造上の棟数（ ）棟数
受付 審査 備考

棟番号

□
・委任状との整合（確認時に監理者未定の場合は、決定の報告
を受けた際に委任状との整合を確認する。）

区分 確認内容

当該建築物の部分の床面
積

適用した構造計算の
種類

□ □

区分 確認内容 備考

□ □ □

確認内容 備考
構造計算を行った建築物の確認申請については、「構造計算の安全証明書の写し」の
添付の有無の確認

□ □ □

※構造計算
適合性判定
が必要なも
のについて
は副本２冊

正本

副本 意匠・設備等の図面（規則第１条の３に規定されている図書（法第４３
条許可等の図書、関係法令（消防法１７条等）に関する規定が適用さ
れる建築物の図書等を含む）副本

□ □ □
（構造計算適
合性判定を要
する場合）

構造図面、構造計算書等（施行規則に規定されている構造図、構造計算書）

□

区分 確認内容 備考

設計図書
設計者の資格の記
載、記名及び押印の
確認

□ □

備考
第1面 設計者 申請書第1面と第2面との照合
第2面 設計者

□

申請書 適用 確認図書

「添付図書一覧表：別添参照」 に記
載された図書が、過不足なく提出さ
れている。

（参考）使用し
た一覧表を
チェックしてく
ださい。

□ □

なお、申請書等の受理後、法令に適合しない場合又はチェック内容が事実と相違している場合は確認済証を交付できな
い場合がありますので、事前のチェックを十分に行ってください。
この場合、再度申請書を提出していただくことになります。

■申請者等において、指針による受理時の審査内容を確認うえ、下表①～⑦のチェック欄 □ にチェック（レ）をお願いします。

確認内容 備考

※確認申請書等の受理時の審査として次の①から⑦までを確認いたします。これらの確認ができない場合は申請が受理
できない場合があります。


